
第２回貿易投資促進合同委員会の開催結果

２００９年１０月１９日

在ブラジル日本大使館 吉村一元

（資料５－１）
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１．貿易投資促進合同委員会とは、

①経産大臣（当時甘利大臣）と開発商工大臣（現ミゲル・ジョルジ大
臣）の合意（昨年７月２日）に基づき設置。

②経産審議官及び開発商工省次官が議長（両省庁が事務局）とな
り、両国外務省と連携し、関係省庁の協力（参加）の下で開催す
る非公式政府間対話の場。

③日伯間の貿易及び投資の障害となる課題に関し経産省・開発商
工省の所掌範囲にとらわれず省庁横断的に幅広く議論を行う。

④その際、課題を抱える民間企業及び当該制度を所管する政府部
局の参加の下で、議論を行い、問題意識を共有しつつ、具体的な
解決の道筋を検討する。

2



第１回合同委員会（２月２０日開催）では、４つのＷＧ（①貿易投
資促進、②ビジネス円滑化、③度量衡、④知的財産権）を設置し、
貿易投資促進のための(i)改善要望事項及び(ii協力事項を網羅
的に議論。

第１回会合後、伯側は、日本側要望に対応し、中古資本財の輸
入手続の簡素化（業界団体の承認が不要となり手続に要する期
間が短縮）を発表。

第２回会合では、第1回会合で取り上げた項目のうち、重点的に
取り組むべき課題を抽出し、より深いレベルで議論。

２．第２回会合までの流れ

ブラジル日本商工会議所日伯経済交流促進委員会（中山委員長：三井物
産、佐々木副委員長：ＪＥＴＲＯサンパウロセンター）が中心となり、問題点
の整理と改善策をとりまとめ。
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【貿易投資促進ＷＧ】

移転価格税制 租税条約 資本利子の問題
技術移転のロイヤリティ送金問題 ビザ取得に係る課題
技術移転のノウハウ契約の問題 中古品輸入手続き簡素
ＰＩＳ／ＣＯＦＩＮＳ税還付の問題

３．第２回会合での重点課題項目

（１）制度改善要求

①ＮＥＸＩ／ＪＢＩＣ／ＪＩＣＡ／ＪＥＴＲＯ／ＢＮＤＥＳによる協力
②ｻｰﾋﾞｽ産業政策、鉄鋼投資、技術革新政策に関する情報交換

（３）協力進展の確認

①高速鉄道 ②ＢＩＴ／ＦＴＡ

（２）その他重要事項に係る意見交換

4【知的財産権ＷＧ】 【度量衡ＷＧ】

【ビジネス円滑化ＷＧ】

③特許庁間（日→伯）／模倣品対策 ④度量衡分野の協力



４．第２回合同委員会の開催日程

９月１５日（火）

5

貿易投資促進ＷＧ
(１０：００～１２：００)

知的財産権ＷＧ
(１０：００～１２：００)

度量衡意見交換
(１０：００～１２：００)

ビジネス円滑化ＷＧ (１４：００～１６：００)

１３：３０～１７：００

ブラジル投資促進セミナー

(伯開発商工省･ＪＥＴＲＯ共催)

９月１６日（水）

１５：００～１７：００１５：００～１７：００

第２回合同委員会全体第２回合同委員会全体会合会合

１０：００～１２：００

模倣品対策(伯ＣＮＣＰ事務局長

と日本企業との意見交換会）



開発商工省/ハマーリオ次官、マウリシオ商業ｻｰﾋﾞｽ政策部長
工業所有権院/ハウル部長代理
外務省/ホドリゴ知的所有権課課長代理
法務省/アンドレ海賊品・知財問題対策全国評議会(CNCP)事務局長
農務省/リノ・コウセラ アグロビジネス国際関係局長代理
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ全国工業連盟(CNI) マスカレーニャス副会長
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ豚肉生産輸出業協会(ABIPECS) ﾍﾟﾄﾞﾛ･ﾈｯﾄ会長 他

５．主要な参加者

経産省/石毛経済産業審議官、新美 通商政策局審議官
外務省/佐藤中南米局長
経団連/大前日本ﾌﾞﾗｼﾞﾙ経済合同委員会企画部長(委員長代理)
讃井 常務理事

ＪＩＣＡ/高島理事､ＮＥＸＩ/加藤理事､ＪＢＩＣ/前野特別参与､ＪＥＴＲＯ/柳田理事

田中ブラジル日本商工会議所会頭
中山ﾌﾞﾗｼﾞﾙ三井物産社長（日伯経済交流促進委員会委員長）
新日鉄/小畠常務取締役、味の素/山本部長、ホンダ/村岡主幹 他
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【日本側】

【伯側】



６．第２回合同委員会の模様 （於：経済産業省国際会議室）
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③伯側からは、第３回会合までの間、必要に応じて実務者による小規
模会合を開催して検討を加速化するという提案もなされた。

７．第２回合同委員会の結果概要（その１）
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A)ビジネス上の課題としてブラジル進出企業が抱える問題点に関し、
「移転価格税制や租税条約をめぐる課題」、「技術移転に係る制約
の問題」等を重点的にとりあげ、民間企業から指摘。

②本合同委員会として、

貿易・投資を所管する開発商工大臣として対応可能なもの
（例：ＩＮＰＩの技術移転契約の取扱い
中古資本財の輸入手続き簡素化）

については、次回会合までに解決・前進を図るとともに、
税制等については、それぞれ関係当局に対して問題点を指摘し、
当局間でも議論を深め、改善を図っていくこととなった。

①問題の所在を日伯双方が認識するとともに、

この結果



C)また、本委員会と併行して、ジェトロ及び伯開発商工省共催のブラ
ジル投資セミナーが開催され、盛況のうちに終了。

８．第２回合同委員会の結果概要（その２）
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B)協力については、
①ブラジルへの鉄鋼分野における投資の促進（貿易投資ＷＧ）
②サービス産業分野における情報交換協力（貿易投資ＷＧ）
③イノベーション（技術革新）政策に係る我が国からの情報提供

（→貿易投資ＷＧに小グループを設け集中的な議論）
④知的財産権分野での特許庁間協力（→知財ＷＧ）
⑤模倣品対策のための日伯情報提供協力
（→知財ＷＧの他伯政府と日本企業との意見交換会を開催）
⑥度量衡分野での協力（→度量衡ＷＧ）

等の事項について、今後の協力のあり方について担当部局間で議
論を行い、進展を見た。

第３回合同委員会は、２０１０年２月～３月、ブラジルで開催。



①移転価格税制／租税条約…マージン比率の適切な設定、製品群毎で算
定、為替相場のレアル安に対する調整及び日伯租税条約上の調整規定の整
備を要望。

②技術移転時のロイヤリティ送金の制約…ＩＮＰＩへの技術移転登録、ロイ
ヤリティ送金に係る規模及び期間の損金参入の制限の緩和を要望

③資本利子の課税体系整備、ＰＩＳ／Ｃｏｆｉｎｓ税還付…資本利子にかか
る課税に関し、伯国会社を経由して支払われる資本利子に関しても、租税条
約上の税率を適用することを要望。ＰＩＳ／ＣＯＦＩＮＳの還付を要求。

④中古品の輸入手続…輸入手続は伯側改善の取組に留意しつつも、更なる
改善の必要性を指摘。（→伯政府は協力的。開発商工省と制度改革）

⑤ビザ取得年数の延長と簡素化…パーマネントビザの出資規模での規制
等を指摘。（→領事当局者間等の場を通じて今後検討。）

９．第２回合同委員会の結果概要【要望項目】（その３）

一．重点議論項目に関し、ワーキング・グループレベルのみならず、
両国議長の参加する全体会合において、具体的な問題意識をイ
ンプット。
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①知的財産権／模倣品対策…伯側への知財協力に係る両国特許庁間Ｍ
ＯＣの締結確認。日本側より模倣品対策の情報提供、伯側より提供情報を利
用した取り締まりの強化及びそのフィードバックという日伯協力を確認。

②度量衡…１０月にＭＯＣを締結することを確認。
③ＪＢＩＣ、ＮＥＸＩ、ＪＩＣＡ、ＪＥＴＲＯ、ＢＮＤＥＳの支援組織の協力

①高速鉄道（新幹線）…ブラジル政府発表した事業モデルに関し、民間事業
者の適切な事業化のための、上記リスク負担の負担軽減を要求。

②ＦＴＡ(自由貿易協定）、ＢＩＴ（二国間投資協定）…日本側のＦＴＡ戦略
を説明し、引き続き、伯政府との意見交換を進めていく旨を表明。投資協定に
関しては、ブラジルに対する円滑な投資を促進すべく、投資協定締結の検討
にも関心がある旨を表明。

三．協力が進展中の分野において現状確認と今後のあり方につき
意見交換を実施。

１０．第２回合同委員会の結果概要【協力項目】（その４）

二．今後の日伯間の経済関係緊密化に向け、ポテンシャルのある
協力分野につき、自由な意見交換を実施。
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ご静聴ありがとうございました。
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在ブラジル大使館 経済班 吉村一元

Ｔｅｌ：（０６１）３４４２－４２１５

Ｅ－ｍａｉｌ： ｋａｔｓｕｍｏｔｏ．ｙｏｓｈｉｍｕｒａ＠ｍｏｆａ．ｇｏ．ｊｐ



参考資料
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＜第２回日伯貿投委の主要アジェンダとその対応案＞

【一覧】

①移転価格税制／租税条約

②技術移転／ロイヤリティ送金

③資本利子課税、ＰＩＳ・Ｃｏｆｉｎｓ税の還付

④ビザ取得期間の延長及び手続の簡素化

⑤中古資本財の輸入手続の簡素化

⑥高速鉄道に係る意見交換

⑦ＦＴＡ／投資協定の締結に向けた意見交換

⑧知財問題対策の取組

一体的な問題



i. 移転価格税制／租税条約

主要アジェンダ①（移転価格税制／租税条約）

A)重点議論項目に関し、ワーキング・グループレベルのみならず、
両国議長の参加する全体会合において、具体的な問題意識をイ
ンプット。
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【要望内容】
①業種の実態に応じた一律の利益マージン比率の設定、
②製品群毎での基準価格の算定、
③為替相場のレアル安での価格調整の容認、
④事前確認制度（ＡＰＡ）の導入
⑤日伯租税条約上の、両国間での合意に基づき、税収を適
正再配分するための対応的調整規定の整備



主要アジェンダ②（技術移転：ロイヤリティ送金）
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ii. 技術移転に係るロイヤリティ送金規制の問題
【要望内容】
①ロイヤリティの送金の迅速化

（送金のためには、送金の根拠となる技術移転契約を登録
し、伯工業所有権院（ＩＮＰＩ）の認可番号の取得が必要。当
該認可要件が不明確であり、時間を要する。当該認可番
号なくしては、送金は不可能）

②ロイヤリティ送金の(ⅰ)金額制限（売上高５％等）及び(ⅱ)
期間制限（５年間＋５年間）の柔軟化



補足（移転価格税制と技術移転上の課題の関係）
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問題１：技術移転契約に関し伯工業所有権院（ＩＮＰＩ）の認可番号が取得できなけ
ればロイヤリティの送金は不可能。

問題２：ロイヤリティの送金に関し、金額及び期間に関し、損金算入の制限があり、
ブラジルから日本に適切な送金ができない（伯企業に資金滞留）。

問題３：日本側では、適切な対価が徴収できていないため、移転価格税制の適
用を受けざるを得ない（→二重課税が発生）

問題４：相互協議のメカニズムを活用しようにも、日伯租税条約に対応的調整規
定が整備されておらず、両国の合意に基づく税還付は不可能。

ブラジル企業への技術移転を行う場合、以下のような一連の構造的な
問題が発生し、結果として日伯間の二重課税が排除されず、技術供与
の対価も回収できないため、改善が必要。

【対応】米国等の伯投資環境への問題意識の強い各国政府との連携を
模索。開発商工省と経産省で検討し、当局への改善要求。



iii.資本利子の問題
主要アジェンダ③（資本利子，PIS/Cofins税）
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【問題の所在】
①伯では投資について一定金額までは支払側では、配当ではなく、資本利子の
形式で損金算入可能。資本利子を受入側では課税が発生。
②この場合日伯租税条約では課税率１２．５％だが、伯国内法では１５％。持株会
社形式の企業に投資した場合には、事業会社からの資本利子（配当）は伯国
税法の１５％の課税率が適用され租税条約が機能しない。
【改善要望】
上記持株会社形式の企業への投資の場合にも、事業会社（孫会社）からの資
本利子に関し、日伯租税条約上の課税率１２．５％が適用される措置を講じる
べき。

【対応】開発商工省と経産省で検討し本委員会を通じフォロー。

iv.ＰＩＳ／Ｃｏｆｉｎｓ税の還付の実現
【改善要望】最終的に国外への輸出される製品の取引に係るＰＩＳ／Ｃｏｆｉｎｓ税は
還付されることが法制上明記されているが、現状では時間がかかり実質的に
機能していない。還付制度の整備を求める。



v.パーマネントビザの問題
主要アジェンダ④（ビザ取得年数の延長と簡素化）
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【改善要望】
発行には、一人当たり２０万ドルの出資が必要とされ、実質的に資本金
の金額規模がビザの取得人員数の制限となっているところ、パーマネン
トビザが、長期プロジェクトに係る業務に従事するものには欠かせないも
のである点を踏まえ、発給要件の柔軟化すべき。

【対応】領事当局者間協議等の場を通じ、今後フォローする。

vi.ﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾋﾞｻﾞの発給期間延長、労働許可(CTPS)の円滑交付
【改善要望】
テンポラリービザの発給期間は、労働契約を日本企業と締結している場
合には、伯企業と締結している場合（最長４年間）と異なり、最長で２年
間に期限が限定されているが、２年間という期間はビジネスには不十分
である点を理解し、最長４年間の期間を認めるべき。
労働許可の３日間程度（通常）での発給を徹底し、２ヶ月も係るような
ケースをなくすべき。



vii.中古資本財の輸入手続き
主要アジェンダ⑤（中古資本財の輸入手続きの簡素化）
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【問題の所在】
伯では中古資本財の輸入には許可が必要であり、審査には時間を要す
とともに厳格な審査のため、承認可能性が低い。
（例：国産品の不存在の確認が必要）

【改善要望】
伯でも自由貿易の原則に則った、輸入手続きの簡素化・迅速化が不可
欠。特に、系列や提携先企業との関係についての、輸入規制の緩和を
要望する。
（注）中古品の関連企業からの輸入により、コストを削減し、伯内での生
産競争力を獲得することにより、輸出競争力・税収・雇用確保の面で
伯経済にも大いに貢献する。

【対応】伯側は、積極的に日本企業からの具体的な要望を聴取
する用意があり協力的。更なる制度整備に向け、開発商工省
と積極的に検討を進め、次回会合でもフォローする。
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B)今後の日伯間の経済関係緊密化に向け、ポテンシャルのある協
力分野につき、自由な意見交換を実施。

主要アジェンダ⑥（高速鉄道）

viii.高速鉄道（新幹線）
【日本側懸念】
伯政府は、事業に伴うリスクの大半を民間事業者に負担させることを想定して
いる。

→民間事業者の適切な事業家のためには、上記リスクの大幅な提言が不可欠。
入札までの期間が短かすぎる。
→合理的かつ十分な期間の設定を要望

リスク内容 負担主体

用地の収容に係る費用が増加するリスク 伯政府

環境調査や地質調査の結果、ルート変更等が生じ、工事費用が増加するリスク 応札事業者

旅客需要が伯政府想定を下回ることにより運賃収入が低下するリスク 応札事業者

為替変動により、外国への支払額が増加するリスク 応札事業者

工期が伸びること等により、開通予定期日が過ぎても運賃収入が得られないリスク 応札事業者
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主要アジェンダ⑦（ＦＴＡ・投資協定）

ix.ＦＴＡ及び投資協定
【日本側からの提案】
ＦＴＡに関しては、我が国の現在のＦＴＡの取組状況と考え方を説明した
上で、引き続き、ブラジル政府との意見交換を進めていきたい旨を表明。
ＢＩＴ（二国間投資協定）に関しては、 ブラジルに対する円滑な投資を
促進すべく、投資協定締結の検討にも関心がある旨を表明。
【伯側対応】
ＦＴＡに関して、日・メルコスールの政府間で６月に行われた意見交換に
引き続き、１２月に開催予定のハイレベルでの意見交換における議論の
進展に対して期待が示された。

【対応】ＦＴＡは、引き続きその可能性を探り（日・メルコスール間政
策対話）、本委員会でもフォロー。投資協定は伯では仏・独等の
１４の署名が批准されておらず困難なるも、日本企業の関心を
踏まえ、伯企業の海外進出という伯側の方向転換のインセン
ティブもあるため、引き続き情報交換を継続。



２００８年

２００９年２月１９日 第１回日伯貿投委知的財産権ＷＧ

１０月２３日 第１回南米知的財産担当官会議

９月１５日 第２回日伯貿投委知的財産権ＷＧ（ＣＮＣＰ参加）

７月 １日 第１回日伯貿投委FU／第３回中南米ＩＰＧ(CNCP)
大塚講師：ブラジル・キャノン社長。中南米被害アンケート調査。

５月２９日 第１回中南米ＩＰＧ
澤井智毅講師：(財)知的財産研究所（IIP）ワシントン事務所所
長兼ジェトロ・ニューヨーク・センター知的財産部部長

４月 ４日 第一回官民合同会議ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ合同作業部会

７月２３日 伯政府、駐伯米大と中南米IPGの情報交換開始。

佐藤健介講師：ｶｼｵ･ﾏｲｱﾐ社副社長。伯の被害事例。

７月２４日 第２回中南米ＩＰＧ（ＣＮＣＰ参加）

１０月２２日 任天堂ﾏﾙﾁﾁｯﾌﾟの真贋判定情報を伯政府へ提供

主要アジェンダ⑧－１（知財問題対策の取組）

７月 ２日 甘利経産大臣及びミゲル開発商工大臣の合意に
基づき日伯貿易投資促進合同委員会を設置。
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①知的財産保護意識の啓発

②進出企業で連携して、人的資源の不足を補うために、知財対策に先行
する者の対策ノウハウを関係者間で情報共有できる仕組みを作る。（対
策効果の最大化と被害の最小化）

③関係者間での情報集積を図ることで、中南米地域における模倣品・海賊
版被害実態を把握する。

④北米や日本・アジアに配置された知財専門家からの支援が受けられる仕
組みを構築。

⑤ネットワーク強化（当局・欧米勢との窓口）
在外公館／外交ルート等を通じた中南米政府機関との関係構築・改
善要請
欧米系政府機関・企業・団体との情報交換・連携強化

主要アジェンダ⑧－２（中南米ＩＰＧ設置の狙い）

23



【中南米】
メンバー：在ブラジル大使館、ブラジル日本商工会議所、ジェトロサンパウロ事務所
を中心に、知財問題（主に模倣品問題）に興味のある日系企業で構成（ブラジルに限
らず将来的には中南米全域メンバーで構成）。
目的：

活動方法：まずはブラジル（サンパウロ）において会合を開催し、参加メンバーに応じ
開催地を判断。

【日本】
メンバー：経済産業省・外務省を中心に、中南米知財問題（主に模倣品問題）に興味
のある企業メンバーで構成。
目的：

活動方法：原則メールベース。必要に応じて会合を開催。

① 中南米での情報交換促進し、現地企業の知財問題対応能力向上。
② 被害実態等の情報収集及び本国との情報共有。
③ 欧米企業と連携する際の窓口。

①現地活動のサポート（本国ベースでの中南米における模倣品・海賊版被
害情報の収集及び提供、東南アジア等における模倣品対策の成功事
例等の情報提供、専門家の派遣等）
②中南米各国との二国間交渉での本国・現地情報の活用。

主要アジェンダ⑧－３（中南米ＩＰＧの構成と機能）
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ＣＮＣＰ（海賊品・知財侵害対策会議）
法務省、外務省、開発商工省

連邦警察、連邦道路警察、連邦収税局

米国政府機関

ＥＵ政府機関
（在ブラジル
ＥＵ代表部）

米国商工会議所

サンパウロ工業連盟
（ＦＩＥＳＰ）

サンパウロ駐在
日本企業

在伯大

リオ総

サンパウロ総

ＪＥＴＲＯサンパウロ（事務局）

ブラジル日本商工会議所

経済産業省
模倣品対策・通商室
米州課・中南米室

外務省
知的財産権侵害対策室
南米課

経済産業省原課

日本企業本社
ＩＢＬ

（センピ東芝等
大手コンピュータ
関係企業）

伯工業所有権院（INPI）

在リオ米国総領事館

駐伯米国大使館

＜中南米IPG＞
伯国内 東京＜伯国政府関係機関＞

＜伯国産業界＞

税関関係（サントス港等）

主要アジェンダ⑧－４（中南米ＩＰＧのネットワーク）
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改善すべきビジネス環境上の問題に関し、

ブラジルでビジネスを展開する現場からの

声を是非お聞かせ下さい。
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在ブラジル大使館 経済班 吉村一元

Ｔｅｌ：（０６１）３４４２－４２１５

Ｅ－ｍａｉｌ： ｋａｔｓｕｍｏｔｏ．ｙｏｓｈｉｍｕｒａ＠ｍｏｆａ．ｇｏ．ｊｐ


